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研修委託契約約款 
 

 

（総則） 

第１条 受託者は、委託者と受託者で締結する研修委託契約書（以下「契約書本体」 

という。）及び本約款に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」（以下「業

務仕様書」という。）に規定する業務（以下「本業務」という。）を、業務仕様書

の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、委託者は受託者

に対し契約書本体頭書の契約金額（以下「契約金額」という。）を上限として、その

対価を支払うものとする。 

２ 受託者は、本契約（契約書本体で定義する本契約を意味する。以下、同じ。） に

特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順

については、受託者の責任において定めるものとする。 

３ 契約書本体頭書の「契約金額」には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及

び地方消費税（消費税法（昭和 63年法律第 108号）及び地方税法（昭和 25年法

律第 226 号）の規定に基づくもの。以下「消費税等」という。）を含むものとす

る。 

４ 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日

以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、

法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等

が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。 

５ 本契約の履行及び本業務の実施（安全対策を含む。）に関し、受託者から委託者

に提出する書類は、委託者の指定するものを除き、第 5条に規定する監督職員を

経由して提出するものとする。 

６ 前項の書類は、第 5条に規定する監督職員に提出された日に委託者に提出され

たものとみなす。 

７ 委託者は、本業務の委託に関し、受託者から契約保証金を徴求しない。 

 ８ 受託者が共同企業体である場合は、その構成員は、委託者に対して、連帯して

本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づ

く賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。 

 ９ 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」について

は、予め委託者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には

電磁的方法によるものとする。 

 

（業務計画書） 

第２条 受託者は、本契約締結日から起算して 10営業日（営業日とは国民の祝日 

に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日及び 12月 29日から 1 

月 3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。）以内に、業務 

仕様書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。 

ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ委託者の承諾を得た 

ときは、この限りでない。 
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（権利義務の譲渡等の禁止） 

第３条 受託者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲

渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による

委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 

 

（再委託の禁止） 

第４条 受託者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は受託者が再委託の内容、再委託

先の名称その他必要な事項を記載した書面を委託者に提出し、委託者からあらか

じめ書面による承諾を得たときは、この限りでない。 

２ 受託者が、前項ただし書の規定により本業務の一部の実施を第三者に委託し、

又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。 

（１）受託者は委託者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではな

く、また、再委託先の役職員を受託者の役職員とみなし、当該役職員が本契約

により生ずる受託者の義務に違反した場合は、受託者が責任を負うものとする。 

（２）委託者は、受託者に対して、書面によりその理由を通知することにより、当

該第三者に対する再委託の中止を請求することができる。 

（３）第 24 条第 1 項第 8 号イからチまでのいずれかに該当する者を再委託先とし

てはならない。 

 

（監督職員） 

第５条 委託者は、本契約の適正な履行を確保するため、監督職員を定める。 

２ 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げ

る業務を行う権限を有する。 

（１）第 1条第 5項に定める書類の受理 

（２）本契約に基づく、受託者又は次条に定める受託者の業務責任者に対する指示、

承諾、協議及び確認 

（３）本契約に基づく、業務工程の監理及び立会 

（４）業務内容の軽微な変更の承諾及び確認 

３ 前項における、指示、承諾、協議、確認及び立会とは、次の定義による。 

（１）指示 監督職員が受託者又は受託者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権

限に係る方針、基準、計画等を示すことをいう。 

（２）承諾 受託者又は受託者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌

権限に基づき了解することをいう。 

（３）協議 監督職員と受託者又は受託者の業務責任者が対等の立場で合議し、結

論を得ることをいう。 

（４）確認 監督職員が、受託者の裁量に属する事項について、その方向性を確か

めること、又は委託者の判断を支援するため委託者の権限に属する事

項についてあらかじめ確かめることをいう。 

（５）立会 監督職員又はその委任を受けた者が作業現場に出向き、業務仕様書に

基づき業務が行われているかを確認することをいう。 

４ 第 2項第 2号の規定に基づく監督職員の指示、承諾、協議及び確認は、原則と

してこれを書面に記録し、業務責任者と監督職員がそれぞれ保管するものとする。 
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５ 委託者は、監督職員に対し本契約に基づく委託者の権限の一部であって、第 2

項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面に

より受託者に通知しなければならない。 

６ 委託者は、監督職員を通じて、受託者に対し、いつでも本業務の実施状況の報

告を求めることができる。 

 

（業務責任者） 

第６条 受託者は、本契約の履行に関し、業務責任者を定め、委託者に届出をしなけ

ればならない。委託者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。 

２ 受託者は、前項の規定により定めた業務責任者に、本業務の実施についての総

括管理を行わせるとともに、委託者との連絡に当たらせなければならない。 

３ 業務責任者は、本契約に基づく受託者の行為に関し、受託者を代表する権限（た

だし、契約金額の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、履行期間

の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約

の解除に係るものを除く。）を有するものとする。 

 

（本業務の内容の変更） 

第７条 委託者及び受託者は、必要があると認めるときは、相手方に対して書面によ

る通知により本業務の内容の変更を求めることができる。 

２ 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して書面による通知により

本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 

３ 第 1項により本業務の内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金

額を変更する必要があると認められるとき、又は委託者若しくは受託者が直接か

つ現実に損害を受けたときは、委託者及び受託者は、変更後の履行期間及び契約

金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。 

４ 第 2項の場合において、受託者に増加費用が生じたとき、又は受託者が直接か

つ現実に損害を受けたときは、委託者はその費用を負担し、又はその損害を賠償

しなければならない。この場合において、委託者及び受託者は、負担額及び賠償

額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。 

 

（一般的損害） 

第８条 本業務の実施において生じた損害（本契約で別に定める場合を除く。）につ

いては、受託者が負担する。ただし、委託者の責に帰すべき事由により生じた損

害については、委託者が負担する。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第９条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して

賠償を行わなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が委託者の責に帰すべき

事由による場合は、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者

の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に通知しなかったと

きは、この限りでない。 

３ 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生
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じたときは、委託者及び受託者が協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

（研修員等に対する補償の免責） 

第 10条 委託者が受け入れる研修員、委託者が招へいする国外講師及び委託者の

事業で来日する外国人で委託者が指定した者（以下「研修員等」という。）が

履行期間中に、生命若しくは身体に損傷を受けた場合又は財産上の損害を被

った場合は、受託者の故意又は過失による場合を除き、受託者はその責任を負

わず、委託者が誠意をもって問題の解決に当たるものとする。 

 

（研修員等による損害等の措置） 

第 11条 履行期間中において、受託者（本条において、第 4条に基づき受託者が

選任する再委託先がある場合にはそれを含む。）及び本業務に従事する者（第

4条に定める再委託先がある場合にはそれを含む。以下「業務従事者等」とい

う。）に対し、研修員等が、生命若しくは身体に損傷を与えた場合又は財産上

の損害を与えた場合は、委託者は誠意をもって問題の解決に当たるものとす

る。 

２ 履行期間中において、第三者に対し、研修員等が、生命若しくは身体に損傷 

を与えた場合又は財産上の損害を与えた場合は、委託者及び受託者が協力し 

てその処理解決に当たるものとする。 

 

（検査） 

第 12 条 受託者は、本業務を完了したときは、遅滞なく、委託者に対して業務完了

届を提出しなければならない。この場合において、委託者が認める場合は、受託

者は、第 18条に規定する経費確定（精算）報告書（以下「経費報告書」という。）

に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」（以下「契約金額内訳書」という。に規定

する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載すること

ができる。 

２ 業務仕様書において可分な業務として規定されるものがある場合において、当

該可分な業務が完了したときは、受託者は、当該部分業務に係る業務完了届を提

出することができる。委託者が受託者に対し、部分業務に係る業務完了届の提出

を求めたときは、受託者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。 

３ 委託者は、前二項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営

業日以内に当該業務について検査を行い、その結果を受託者に通知しなければな

らない。 

 

（債務不履行） 

第 13 条 受託者の責に帰すべき事由により、受託者による本契約の履行が本契約の

本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、委託

者は受託者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行ととも

に損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せ

られないときは、委託者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 
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（成果品等の取扱い） 

第 14条 受託者は、業務仕様書に規定する成果品を第 12条第 1項及び第 2項に規定

する業務完了届に添付して提出することとし、同条第 3項に規定する検査を受け

るものとする。 

２ 前項の場合において、第 12 条第 3 項に定める検査の結果、成果品について補

正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の

届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日

については、同条第 3項の規定を準用する。 

３ 受託者は、業務仕様書に成果品とは別に業務提出物が規定されている場合は、

業務提出物を業務仕様書の規定（内容、形態、部数、期限等）に基づき提出し、

監督職員の確認を得なければならない。 

４ 受託者が提出した成果品の所有権は、第 12 条第 3 項に定める検査の合格を通

知したときに、受託者から委託者に移転する。 

５ 受託者が提出した成果品の著作権（著作権法第 27条、第 28条所定の権利を含

む。）は、第 12条第 3項に定める検査の合格を通知したときに受託者から委託者

に譲渡されたものとし、著作権が受託者から委託者に譲渡された成果品の利用又

は改変については、受託者は、委託者に対して著作者人格権を行使しないものと

する。 

６ 前項の規定は、第 13条、第 24条第 1項、第 25条第 1項又は第 26条第 1項の

規定により本契約が解除された場合について、これを準用する。 

 

（成果品の契約不適合） 

第 15 条 委託者は、成果品に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しない

もの（以下「契約不適合」という。）を発見したときは、委託者がその契約不適合

を知った日から 1年以内にその旨を通知した場合に限り、受託者に対して相当の

期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれ

らに代え若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。 

２ 委託者は、成果品に契約不適合があるときは、委託者がその契約不適合を知っ

た日から 1年以内に受託者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一

部を解除することができる。 

３ 前二項において受託者が負うべき責任は、前条第 1項及び第 2項の検査の合格

又は同条第 3項の監督職員の確認をもって免れるものではない。 

 

（研修教材等の取扱い） 

第 16 条 受託者は、本契約に基づき作成した研修教材や補助資料等（以下「研修教

材等」といい、業務仕様書に指定するものをいう。）の著作物の取扱いに関して

は、委託者が別に定める「研修事業における著作権ガイドライン」（以下「著作権

ガイドライン」という。）を遵守しなければならない。 

２ 研修教材等の著作物については、受託者は、これら著作物を委託者及び研修員

等が利用するために必要な許諾を委託者及び研修員等に与えるものとし、第三者

が著作権を有する著作物については、受託者は、責任をもって第三者から委託者

及び研修員等への利用許諾を得るものとする。ただし、委託者の費用負担により

作成される二次的著作物の著作権は、著作権ガイドラインにて別途定めるものを
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除き、第 12 条第 3 項に定める検査の合格を通知した時に委託者へ譲渡されるも

のとする。 

３ 受託者は、前項に規定する研修教材等の著作権の利用許諾内容等の確認におい

て、著作者より取り付ける利用許諾書等を整備して、保管するものとする。また、

委託者の要求があったときは、受託者は遅滞なくこれを提示しなければならない。 

４ 前各項の規定は、第 24 条第 1 項、第 25 条第 1 項又は第 26 条第 1 項の規定に

より本契約を解除した場合についても、これを準用する。 

 

（施設の提供及び機材の使用） 

第 17条 委託者は、委託者が本業務に必要と認める委託者の施設、備品若しくは

機材等を受託者に提供又は無償使用させることができる。 

２ 受託者は、前項により提供された又は無償で使用する施設、備品若しくは機

材等について、善良なる管理者の注意義務をもってこれを使用し、管理しなけ

ればならない。 

３ 受託者は、前項の施設、備品若しくは機材等の使用に際し、滅失又はき損し

たときは、直ちに委託者に届け出、その損害を負担するものとする。ただし、

委託者がやむを得ない理由によると認めた場合は、この限りでない。 

 

（経費の確定） 

第 18 条 受託者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、委託者に対し、

経費報告書を提出しなければならない。ただし、委託者の事業年度末においては、

委託者が別途受託者に通知する日時までに提出するものとする。 

２ 受託者は、第 12 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する

場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、委託者に対

し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、委託者の事

業年度末においては、委託者が別途受託者に通知する日時までに提出するものと

する。 

３ 受託者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行う

に当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を委託者に提出し

なければならない。ただし、証拠書類については委託者が別に定める基準に従い、

その全部又は一部の提出を省略することができる。 

４ 委託者は、本条第 1項及び第 2項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式

を検査のうえ、契約金額の範囲内で委託者が支払うべき額（以下「確定金額」と

いう。）として確定し、これを受託者に通知しなければならない。 

５ 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。 

（１）本業務の対価 

契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。 

（２）直接経費 

契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。 

 ６ 本条第 4項の規定にかかわらず、以下の各号の場合は、委託者は、各号に定め 

る金額の範囲において契約金額を超える確定金額を決定することができる。 

 （１）航空賃の増額が生じた場合は、当該航空賃の増額分の補てんに必要な範囲 

 （２）在外補完研修について、為替レートの変動の結果、受託者が為替差損を被る 
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場合は、当該為替差損相当額の補てんに必要な範囲 

 

（支払） 

第 19条 受託者は、第 12条第 3項による検査に合格し、前条第 4項の規定による確

定金額の決定通知を受けたときは、委託者に確定金額の支払を請求することがで

きる。ただし、次条に定める概算払又は第 21 条に定める前金払を受けている場

合は、確定金額から当該概算払の額（以下「既払金額」という。）を減じた額を請

求するものとし、既払金額が確定金額を上回る場合は、その差額を確定金額の決

定通知に記載される内容に従って返還するものとする。 

２ 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から

起算して 30日以内に支払を行わなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受理した後、その内

容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書

を受託者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是

正された請求書を委託者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の

日数に算入しないものとする。 

 

（概算払） 

第 20 条 受託者は、委託者に対して、当該年度に支出予定の金額について概算払を

契約締結後に請求することができる。ただし、当該年度に支出予定の金額の 10分

の 7を上限とする。 

２ 前項により概算払を行った場合は、概算払の支払を行った年度毎に当該年度の 

経費を確定するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受理した後、その内

容の全部または一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求

書を受託者に返付することができる。その場合は、当該請求書を返付した日から

是正された請求書を委託者が受領した日までの期間の日数は、前項に定める期間

の日数に算入しないものとする。 

４ 受託者は、委託者から支払を受けた概算払金を本業務以外の用途に使用しては

ならない。 

５ 概算払と第 21 条の前金払は併用することができない。委託者及び受託者は、

いずれか一方の支払方法を選択しなければならない。 

 

（前金払） 

第 21条 受託者は、委託者に対して、契約金額の 10分の 4相当額を限度とする前金

払を請求することができる。ただし、履行期間が 12 か月を超える場合には、履

行開始日より 12か月以内の期間に履行する契約金額の 10分の 4を限度とし、そ

れ以降 12か月ごとに同様の扱いとする。 
２ 受託者は、前項により前金払を請求しようとするときは、前金払の額について、

履行期間を保証期間として、次の各号のいずれかに該当する保証の措置を講じ、

保証書その他当該措置を講じたことを証する資料を委託者に寄託しなければな

らない。 

（１）公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27年法律第 184号）第 2条



A-01 

第 4項に規定する保証事業会社の保証 

（２）銀行又は委託者の指定する金融機関等の保証 

３ 委託者は、前二項の規定による前金払の請求があったときは、審査のうえ、請

求書を受領した日から起算して 30日以内に前払金を支払うものとする。 

４ 本業務の内容の変更その他の理由により履行期間を延長した場合は、受託者は、

直ちに、第 2項に基づく保証の措置に係る保証契約を変更し、変更後の保証書を

委託者に寄託しなければならない。なお、受託者は、本業務の進捗が契約金額に

占める前金払の割合を超えると判断される場合は、委託者に対し、寄託した保証

書の返却に係る協議を申し入れることができる。 

５ 受託者は、第 2項及び前項の規定による保証書の寄託に代えて、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証

契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合にお

いては、受託者は、当該保証書を寄託したものとみなす。 

６ 受託者は、委託者から支払を受けた前金払金を本業務以外の用途に使用しては

ならない。 

７ 前金払と第 20 条の概算払は併用することができない。委託者及び受託者は、

いずれか一方の支払方法を選択しなければならない。 

 

（履行遅滞の場合における損害の賠償） 

第 22 条 受託者の責に帰すべき事由により、履行期間内に本業務を完成することが

できない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあると

きは、委託者は受託者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、

成果品の引渡しを請求することができる。 

２ 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果品に係る部分に

相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点に

おける政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）に規

定する利率（以下「本利率」という。）で算出した額とする。 

３ 委託者の責に帰すべき事由により、委託者が本契約に基づき支払義務を負う金

員の支払が遅れた場合は、受託者は、未受領の金員につき、遅延日数に応じ、本

利率で算出した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。 

 

（天災その他の不可抗力の扱い） 

第 23条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、戦乱、内

乱、騒擾、クーデター、テロ、侵略、外敵の行動、暴動、ストライキ、業務実

施地の政府機関による決定その他自然的又は人為的な事象であって、委託者、

受託者双方の責に帰すべからざるもの（以下「天災その他の不可抗力」という。）

により、委託者、受託者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当

事者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通

知しなければならない。また、委託者及び受託者は、通知後速やかに書面にて

天災その他の不可抗力発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議

し定める。 

２ 天災その他の不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義

務の不履行又は契約違反とはみなさない。 
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３ 天災その他の不可抗力の状況が発生した場合でも、受託者は合理的に実行可

能なかぎり、本契約に定める義務の履行を続ける努力をするものとする。 

４ 天災その他の不可抗力により受託者が履行期間に本業務を完了することがで

きないときは、委託者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履

行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、委託者、

受託者協議して書面により定める。 

５ 天災その他の不可抗力に起因して、受託者に追加的経費が発生した場合は、受

託者の請求を委託者が調査のうえ、委託者が負担すべき額は、委託者及び受託

者が協議して、書面により定める。 

６ 第 1 項により、委託者が天災その他の不可抗力が発生したと確認した日から、

そのために本業務が実施できない日が 60 日以上継続した場合は、受託者は、

少なくとも 30 日前に書面により発注者に予告通知のうえ、本契約を解除する

ことができる。 

７ 第 6 項の規定は、本契約の他の条項の規定により委託者又は受託者が本契約

を解除することを妨げるものではない。 

 

（委託者の解除権） 

第 24 条 委託者は、受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を

要せずして、本契約を解除することができる。 

（１）受託者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと

認められるとき。 

（２）受託者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することがで

きないと認められるとき。 

（３）受託者が第 26 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出

たとき。 

（４）第 28条第 1項各号のいずれかに該当する行為があったとき。 

（５）受託者に不正な行為があったとき、又は委託者の名誉ないし信用を傷つける

行為をしたとき。 

（６）受託者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特

別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実

があったとき。 

（７）受託者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び

「JICA不正腐敗防止ガイダンス」に違反したとき。 

（８）受託者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号

のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道（ただし、日刊新

聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道

に限る。）があったとき。 

イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜

ゴロ、特殊知能暴力集団等（各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反

社会的勢力への対応に関する規程（平成 24年規程（総）第 25号）に規定す

るところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的

勢力」という。）であると認められるとき。 

ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認めら
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れるとき。 

ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ニ 法人である受託者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利

用するなどしているとき。 

ホ 法人である受託者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供

給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維

持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

へ 法人である受託者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながら

これを不当に利用するなどしているとき。 

ト 法人である受託者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難される

べき関係を有しているとき。 

チ 受託者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の

条例に定める禁止行為を行ったとき。 

リ 受託者が、再委託又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイ

からチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結

したと認められるとき。 

ヌ 受託者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託又は物品購入等

にかかる契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、

委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者

がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定により本契約が解除された場合（前項第 4 号の場合を除く。）は、

委託者は受託者に対し契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合に

は、変更後の契約金額とする。）の 10分の 1 に相当する金額を違約金として、支

払いを請求することができる。この場合において、委託者の被った実損害額が当

該違約金の額を超えるときは、委託者は、受託者に対して、別途、当該超過部分

の賠償を請求することができる。また、委託者から請求があったときは、受託者

は、当該違約金を委託者の指定する期間内に委託者に納付しなければならない。 

 

（委託者のその他の解除権） 

第 25 条 委託者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく

とも 30 日前に書面により受託者に予告通知のうえ、本契約を解除することがで

きる。 

２ 第 1項の規定により本契約を解除した場合において、受託者が受託者の責に帰

することができない事由により損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償す

るものとする。賠償額は、受託者が既に支出し他に転用できない費用及び契約業

務を完成したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額とする。 

 

（受託者の解除権） 

第 26 条 受託者は、委託者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了するこ

とが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 

２ 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2項の規定を準用する。 

（解除に伴う措置） 
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第 27 条 本契約が解除された場合においては、受託者は、解除時点における本業務

の実施済部分の内容を委託者に報告するとともに、成果品及び業務提出物（仕掛

中のものを含む。）があり委託者がその引渡しを求めたときは委託者に引き渡さ

なければならない。ただし、成果品については、委託者による検査を受け合格し

たものに限る。 

２ 委託者は、前項の報告内容を勘案し、解除時点における受託者の本業務の実施

済部分につき履行割合を算定し、契約金額に前記履行割合を乗じた額（ただし、

既払金を控除する。）を受託者に支払うものとする。 

 

（重大な不正行為に係る違約金） 

第 28 条 受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、委託者

の解除権行使の有無にかかわらず、受託者は契約金額（本契約締結後、契約金額

の変更があった場合には、変更後の契約金額とする）の 10 分の 2 に相当する金

額を違約金として委託者の指定する期間内に納付しなければならない。 

（１）次のいずれかの目的により、受託者の役職員又はその指図を受けた者が刑法

（明治 40年法律第 45号）第 198条（贈賄）又は不正競争防止法（平成 5年法

律第 47号）第 18条（外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止）に違

反する行為を行い刑が確定したとき。また、受託者が同条に相当する外国の

法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関に

よる最終処分がなされたときも同様とする。 

イ 本業務の実施にかかる便宜を得る目的 

ロ 本業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受

注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的（本契約の履行期間中

に違反行為が行われ、又は本契約の対価として支払を受けた金銭を原資と

して違反行為が行われた場合に限る。） 

（２）受託者又は受託者の意を受けた関係者が、本業務に関し、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）（以下、「独占禁止

法」）第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から

独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2（同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該

当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の

2第 1項（同法第 8条の 3において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に

よる課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、受託者又は受託者の意を受けた関係者に対し、本業務の

実施に関して独占禁止法第 7条の 4第 7項の規定による課徴金の納付を命じな

い旨の通知を行ったとき。 

（４）受託者又はその意を受けた関係者（受託者又は当該関係者が法人の場合は、

その役員又は使用人）が、本業務の実施に関し、刑法第 96条の 6（公契約関係

競売等妨害）、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反

する行為を行い刑が確定したとき。 

（５）第 1号、第 2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受託者

（受託者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか）が

認めたとき。ただし、委託者は、受託者が、当該違反行為について自主的な申

告を行い、かつ委託者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のた
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め適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、

受託者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、か

つ委託者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置

を講じたときは、委託者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額するこ

とができる。 

（６）第 18 条に定める経費確定（精算）報告において受託者が故意又は重過失に

より虚偽の資料等を提出し、委託者に対して過大な請求を行ったことが認めら

れたとき。 

２ 受託者が前項各号に複数該当するときは、委託者は、諸般の事情を考慮して、

同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、

減額後の金額は契約金額の 10分の 2を下ることはない。 

３ 前二項の場合において、委託者の被った実損害額が当該違約金の額を超えると

きは、委託者は、受託者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することが

できるものとする。 

４ 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 24 条第 2 項に規定する違約金及び

賠償金とは独立して適用されるものとする。 

５ 受託者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれか

が次の各号のいずれかに該当するときは、第 1条第 8項の規定にかかわらず、委

託者は、当該構成員に対して本条第 1項から第 3項までに規定する違約金及び賠

償金を請求しないことができる。ただし、本項第 2号に掲げる者のうち当該違反

行為を知りながら委託者への通報を怠った者については、この限りでない。 

（１）第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等におい

て、違反行為への関与が認められない者 

（２）第 1項第 5号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、

当該違反行為に関与していないと認めた者 

６ 前項の適用を受けた構成員（以下「免責構成員」という。）がいる場合は、当該

共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯し

て支払う義務を負うものとする。 

７ 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。 

 

（賠償金等） 

第 29 条 受託者が本契約に基づく賠償金又は違約金を委託者の指定する期間内に支

払わないときは、委託者、その支払わない額及びこれに対する委託者の指定する

期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、委託者が

本契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受託者に支払

を請求することができる。 

２ 前項の請求をする場合は、委託者は、受託者に対して、前項に基づき委託者が

指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の

支払を請求する。 

 

（調査・措置） 

第 30 条 受託者が、第 24 条第 1 項各号又は第 28 条第 1 項各号に該当する疑いがあ

る場合は、委託者は、受託者に対して調査を指示し、その結果を文書で委託者に
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報告させることができ、受託者は正当な理由なくこれを拒否してはならないもの

とする。 

２ 委託者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無

を判断するものとする。この場合において、委託者が審査のために必要であると

認めるときは、受託者からの説明を求め、必要に応じ受託者の事業所に赴き検査

を行うことができるものとする。 

３ 委託者は、第 24条第 1項各号又は第 28 条第 1項各号に該当する不正等の事実

を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。 

４ 委託者は、前項の措置を講じた場合は、受託者名及び不正の内容等を公表する

ことができるものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 31 条 受託者（第 4 条に基づき受託者が選任する再委託先を含む。本条において

以下同じ。）は、本業務を実施する上で、委託者その他本業務の関係者から、文書、

口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の

前後を問わず、開示された一切の情報（以下「秘密情報」という。）を秘密として

保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に定め

る情報については、この限りでない。 

（１）開示を受けた時に既に公知であったもの 

（２）開示を受けた時に既に受託者が所有していたもの 

（３）開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの 

（４）開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した 

   もの 

（５）開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの 

（６）法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けら

れたもの 

（７）第三者への開示につき、委託者又は秘密情報の権限ある保持者から開示につ

いて事前の承認があったもの 

２ 受託者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供

又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。 

３ 受託者は、本業務に従事する者（再委託先がある場合には再委託先を含む。以

下「業務従事者等」という。）が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持

することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必

要な措置を講じなければならない。 

４ 受託者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違

反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措

置を講ずるとともに、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければな

らない。 

５ 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の同意を得た上で、受託者の事

務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切

である場合は、改善を指示することができる。 

６ 受託者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情

報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体（受託者が作
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成した複製物を含む。）を委託者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を

復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を委託

者に通知しなければならない。ただし、委託者から指示があるときはそれに従う

ものとする。 

７ 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 

 

（個人情報保護） 

第 32条 受託者は、本契約において、委託者の保有個人情報（「個人情報の保護に関

する法律」（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）第 60 条

第 1項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。）を取り

扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 

（１）当該取扱いに係る個人情報に関する秘密を保持し、利用目的以外に利用しな

いこと。 

（２）本契約締結後速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を委託者に提

出し、本業務の開始に先立って委託者の確認を得ること。 

イ 当該取扱いに係る個人情報の複製等の制限に関する事項 

ロ 当該取扱いに係る個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関

する事項 

ハ 契約終了時における当該取扱いに係る個人情報の消去及び媒体の返却に

関する事項 

ニ 本業務における責任者及び業務従事者等の管理体制及び実施体制に関す

る事項 

ホ 前号及び次号の遵守状況についての定期的報告に関する事項 

へ イからホまでに定めるもののほか、当該取扱いに係る個人情報の漏えい、

滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために委託者が必要

と判断した措置に関する事項 

（３）前号の書面に記載された事項を遵守すること。 

２ 委託者は、必要があると認めるときは、受託者における個人情報の管理体制、

実施体制及び個人情報の管理の状況について、検査により確認する。この検査は、

原則として、実地検査の方法で行う。 

３ 業務内容の一部を再委託する場合においては、受託者は、再委託先に対し、第

1 項各号の義務を履行させる。この場合において、委託者は、再委託する業務に

係る保有個人情報の秘匿性等に応じて、受託者を通じて、又は委託者自らが前項

の検査を実施する。 

４ 前項の規定は、再委託先が委託先の子会社である場合又は再委託先が再々委託

を行う場合も同様とする。 

５ 受託者は、保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点か

ら、利用目的、業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特

定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等

に置き換える等の措置を講ずる。 

６ 第 1項第 1号及び第 2項乃至第 4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き

効力を有する。 

（特定個人情報保護） 
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第 33 条 前条第 1 項又は第 4 項の規定は、受託者が本契約において特定個人情報等

（「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。）第 2 条第 5 項で定める個人

番号及び同条第 8 項で定める特定個人情報を指す。以下同じ。）に係る関係事務

を実施する場合について準用する。この場合において、同項中「個人情報」とあ

るのは「特定個人情報」と読み替えるものとする。 

２ 前項の場合において、受託者は、前項に定めるもののほか、業務従事者等が前

項に違反したときは、業務従事者等及び受託者に適用のある番号法が定める罰則

が適用され得ることを、業務従事者等に周知するものとする。 

３ 第 1項が準用する前条第 1項又は第 4項の規定は、本業務が完了した後も引き 

続き効力を有する。 

 

（情報セキュリティ） 

第 34 条 受託者は、本契約において委託者が提供する情報（以下「情報」という。）

を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 

（１）当該情報提供の目的以外に情報を利用しない等、提供された情報を適正に 

取り扱うこと。 

（２）本契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を委託者に提出し、

本件業務の開始に先立って委託者の確認を得ること。当該書面に記載した事項

に変更があった場合には、速やかに委託者に書面で報告し、委託者の確認を得

ること。 

イ 情報の適正な取扱いを目的とした情報セキュリティ対策の実施内容 

ロ 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制 

ハ 本業務に係る業務従事者及び作業場所 

ニ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対処方法 

ホ 情報セキュリティ対策に係る履行状況の委託者への報告方法及び頻度 

ヘ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処方法 

ト イからへまでに定めるもののほか、情報の適切な取扱いのために必要と委 

託者が判断した事項 

（３）情報の受領方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順

について委託者と合意すること。 

（４）第 2号の書面及び前号の取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。 

２ 委託者は、受託者が取り扱う情報の格付等を勘案のうえ、必要があると認める

ときは、受託者の事務所等における情報セキュリティ監査を実施する。この場合

において、受託者による情報の取扱いが前項第 4号に違反する場合には、委託者

は、受託者に対し、改善を指示することができる。 

３ 業務内容の一部を再委託する場合は、受託者は、再委託先に対し、第 1項各号

に定める義務を履行させ、かつ第 2項に定める情報セキュリティ監査の措置を実

施する。この場合において、受託者は、委託者に対し、第 4条に定められている

事項に加え、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要

な情報を提供し、委託者の確認を得る。 

 

（安全対策） 
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第 35 条 受託者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責

任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努める

ものとする。 

 

（業務災害補償等） 

第 36 条 受託者は、自己の責任と判断において本業務を実施し、業務従事者等の業

務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受託者の責任と負担

において十分に付保するものとし、委託者はこれら一切の責任を免れるものとす

る。 

 

（安全対策措置等） 

第 37 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受託者は、第 35

条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。 

（１）業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。ただ

し、業務従事者等の派遣事務（航空券及び日当・宿泊料の支給）を委託者が実

施する場合であって、委託者が海外旅行保険を付保するときは、この限りでは

ない。 

・死亡・後遺障害 3,000万円（以上） 

・治療・救援費用 5,000万円（以上） 

（２）業務従事者等が 3ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・

地域の在外公館に提出させる。 

（３）渡航前及び渡航中において、業務従事者に対し「海外渡航管理システム」へ

の渡航及び滞在先情報に関する入力及び更新を徹底する。 

（４）現地への渡航に先立ち、委託者が委託者のウェブサイト（「JICA 安全対策研

修について」）上で提供する安全対策研修の受講を業務従事者等に徹底する。 

（５）現地への渡航に先立ち委託者が提供する JICA 安全対策措置（渡航措置及び

行動規範）を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、委託者よ

り、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改定

後の同措置の遵守を徹底する。 

（６）業務従事者等の労働安全が維持され、労働災害等（労働安全衛生法第 2条第

1 号（昭和 47 年法律第 57 号）にいう労働災害及びそれと同等の労働災害をい

う。）を避けることを確保すべく、あらゆる注意を以て本業務を実施する。再委

託を行う場合は、再委託先において同等の措置が図られるよう、必要な措置を

講ずる。 

２ 前項の第 2号の規定は、日本国籍を持たない業務従事者には適用しない。 

３ 第 35 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受託者の要請

があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、委託者は、受

託者と共同で又は受託者に代わって、業務従事者等に対し安全対策措置のための

指示を行うことができるものとする。 

 

（契約の公表） 

第 38 条 受託者は、本契約の名称、契約金額並びに受託者の名称及び住所等が一般

に公表されることに同意するものとする。 
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２ 受託者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定

める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとす

る。 

（１）委託者において役員を経験した者が受託者に再就職していること、又は委託

者において課長相当職以上の職を経験した者が受託者の役員等として再就職

していること 

（２）委託者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3分の 1以上を占めているこ

と 

３ 受託者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。 

（１）前項第 1号に規定する再就職者に係る情報（氏名、現在の役職、委託者にお

ける最終職名） 

（２）受託者の直近 3ヵ年の財務諸表における委託者との間の取引高 

（３）受託者の総売上高又は事業収入に占める委託者との間の取引高の割合 

４ 受託者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当

する場合は、受託者は、同基準第 14 章の規定される情報が、委託者の財務諸表

の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。 

（中立性、公正性の保持等） 

第 39条 受託者は、本業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるもの

であることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、

本業務の関係者に対し、中立性を保持しなければならない。 

２ 受託者は、本契約に基づき委託者から支払を受ける場合を除きいかなる者か

らも本業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはなら

ない。 

３ 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法

人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイ

ダンス」を踏まえて行動しなければならない。 

 

（準拠法） 

第 40条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 

 

（契約外の事項） 

第 41 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、

必要に応じて委託者及び受託者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。 

 

（合意管轄） 

第 42 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何

を問わず（調停事件を含む。）、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専

属的管轄裁判所とする。 


